
 

 

 京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）高度地区の計画書の規定による特例許

可の手続に関する条例（以下「条例」という。）第５条第２項の規定による届出がありまし

たので、条例第６条の規定により、次のとおり公告するとともに、建築計画の概要を記載

した書面（以下「概要書」という。）を縦覧に供します。 

 なお、条例第８条第１項の規定により、概要書の内容について、良好な都市景観の形成

及び市街地の環境の整備を図る見地からの意見書を次の６のとおり提出することができま

す。 

  令和８年３月１３日 

                       京都市長 松井 孝治  

 

１ 特定建築主の氏名及び住所 

  京都市長 松井 孝治 

  京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

２ 建築計画に係る敷地の地名、地番及び面積 

  京都市左京区岩倉忠在地町８２３番地 

  １５，４２９．２６平方メートル 

３ 申請建築物の主な用途及び最高の高さ 

  中学校 

  １４．９０メートル 

４ 縦覧場所 

  京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

  京都市都市計画局都市景観部風致保全課 

５ 縦覧期間 

  令和８年３月１３日から令和８年４月２日まで（ただし、土曜日、日曜日及び国民の

祝日に関する法律に規定する休日を除く。） 

６ 縦覧時間 

  午前８時４５分から午後５時３０分まで（ただし、正午から午後１時までは除く。） 

７ 意見書の提出 

（１） 提出期限 

令和８年４月９日まで 

 京都市長　松井　孝治　　　　　　  



 

 

（２） 提出方法 

   当該建築計画について意見書を提出しようとする方は、住所、氏名及び建築計画に

ついての意見をできるだけ具体的に記載した文書を、上記提出期限までに京都市都市

計画局都市景観部風致保全課に直接持参又は郵送、ファックス若しくは電子メールに

よって提出してください。ただし、郵送による場合は、縦覧期間満了の日までの消印

のあるものは有効です。 

（３） 提出先 

  ア 持参又は郵送 

    〒６０４－８５７１ 

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

京都市都市計画局都市景観部風致保全課 

  イ ファックス 

    ０７５－２１３－０４６１ 

  ウ 電子メール 

    fuchihozen@city.kyoto.lg.jp 

８ 問合せ先 

  京都市都市計画局都市景観部風致保全課 

  電話番号 ０７５－２２２－３４７５ 

                  （都市計画局都市景観部風致保全課） 

mailto:fuchihozen@city.kyoto.lg.jp

